
 

 

 

 

三遠南信道自動車道飯喬道路 

クマタカと事業との共存に向けて 
 

 

 

宮川 晃輔1 

 

1飯田国道事務所 計画課（〒395-0024 長野県飯田市東栄町3350） 

 

 

 

猛禽類は生態系の上位を司る種（アンブレラ種：Umbrella species）であり，動植物保全

対策を検討する上で，重要な位置づけがなされている．一般国道474号三遠南信自動車道

のうち飯喬道路では，工事実施箇所近傍にもかかわらずクマタカが営巣・産卵したことか

ら，当該地に対する強い執着が伺えた． 

当該地では今後も橋梁・トンネル工事が継続予定であり，保全目標を「クマタカの繁殖

と事業実施との共存」，保全方針を「工事実施箇所近傍で猛禽類が繁殖することの許容」

とし，保全目標を達成させるための保全対策及びモニタリング調査を検討・実施した． 

 

キーワード：クマタカ，事業との共存，順応的保全対策，代替巣，リアルタイム監視 

 

 

１． はじめに 

 

一般国道474号三遠南信自動車道は，長野県飯田市内の

中央自動車道を起点とし，静岡県浜松市内の新東名高速

道路までを結ぶ延長約100kmの自動車専用道路である． 

三遠南信自動車道のうち飯喬道路では，工事着手に先

立ち実施したクマタカの生息状況を把握するための調査

の結果，計画路線近傍にクマタカの生息・繁殖が確認さ

れた． 

計画路線のルート変更は地形的な制約条件から困難で

あったため，猛禽類の保全と円滑な事業推進の両立を目

的とし，飯田国道管内猛禽類保全対策検討委員会（以下

「委員会」）を設置，保全対策を委員会に諮りつつ，事

業を実施している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 飯喬道路の位置図 

２． 猛禽類調査・保全対策の必要性 

 

猛禽類は生態系の食物連鎖で上位を司る種であり，個

体数が少ない（図-2参照）． 

仮に，何らかの理由で食物連鎖を構成する種が減少し

た場合には，食物連鎖のバランスが崩れ，当該地域の生

態系に大きな影響を及ぼす可能性がある．特に個体数が

少ないクマタカの場合，個体数が僅かに減少しただけで

も，生態系に大きな影響を及ぼす可能性がある． 

そのため，道路等大規模な事業を実施する場合，事前

にクマタカの生息状況を調査し，事業実施による影響を

予測した上で，必要な保全対策を実施することが必要と

なる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 生態系の食物連鎖ピラミッド  



 

 

３． 保全対策検討・実施 

 

(1)当該箇所におけるクマタカの繁殖状況 

a)これまでの繁殖状況の概要 

工事着手前に計画路線近傍では，クマタカの雌雄（以

下、当該ペア）の生息・繁殖を確認していた．工事着手

にあたり，当該ペアに対する調査・保全対策について委

員会に諮り，当該ペアの営巣地を工事影響範囲外と想定

される箇所に誘導させる対策として「代替巣の設置」

「ドローン飛行による営巣地の誘導」等を実施してき

た． 

その結果，誘導対策に着手して5年後の令和元年繁殖期

に工事影響範囲外の代替巣で繁殖に成功したが，その後

繁殖成功に至ることがなかった（令和2年繁殖期から令和

4年繁殖期の結果は以下のとおり）． 

令和2年繁殖期：前年生まれの幼鳥が営巣地に留まる． 

令和3年繁殖期：令和元年繁殖期に繁殖成功した代替巣

で造巣（青葉の搬入）したが，抱卵に至らず． 

令和4年繁殖期：令和元年繁殖期に繁殖成功した代替巣

から約150m離れた箇所で造巣したが，抱卵に至ら

ず． 

 

b)工事施箇所近傍での繁殖 

工事前に確認されていた当該ペアの営巣地周辺では，

トンネルや橋梁を建設するための工事用道路の建設を数

年間に渡って施工，令和5年繁殖初期の段階において橋脚

の深礎や躯体の工事を進めていた． 

令和5年3月までの定点観察調査では，当該ペアの交尾

を確認し，3月下旬には雌の行動が確認できなくなったた

め，産卵していると推測されたものの，営巣木の特定に

は至らなかった． 

4月には定点観察調査で抱卵痕のある雌を確認，5月に

は橋脚工事箇所付近で雌の餌乞い声，雄の餌運びを確認

したため，抱卵が継続し，橋脚工事箇所近傍で繁殖して

いることが推定された． 

6月中旬には雌の巣材運びやディスプレイ飛翔を確認し

たが，6月下旬には当該地で飛翔を確認できなかった． 

7月上旬に林内踏査を実施した結果，橋脚工事箇所から

約150mの位置で当該ペアが繁殖利用していた巣を確認し

た．確認した巣は，既に利用が放棄され，巣周辺の林床

には当該ペアのものと思われる卵の殻や羽が落ちていた

（写真-1参照）． 

定点観察調査及び林内踏査の結果より，当該ペアは3月

下旬には抱卵に入ったものの，卵は無精卵であったた

め，6月中旬頃に親鳥が抱卵を諦めたものと推測された． 

 

(2)保全目標 

繁殖巣から橋脚の工事実施箇所までの距離は約150m，

繁殖巣と工事箇所の間には尾根を挟んでいない位置関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 クマタカの巣及び巣下で確認した卵の殻 

 

であり，工事箇所上空の飛翔等行動も頻繁に確認されて

いたことから，工事箇所は猛禽類の営巣中心域内にある

と考えられた． 

猛禽類保護の進め方1)によると，営巣中心域は「猛禽

類が安定した繁殖を継続するために最も重要な地域であ

り，基本的にこの区域の環境の改変は避ける必要があ

り，人の出入りも極力少なくすべきである」とされてい

る区域である． 

当該ペアは，以下に示す状況より，当該地に対する強

い執着があると考えられた． 

①令和5年繁殖期は，営巣中心域において工事を実施し

ている状況にもかかわらず，営巣・産卵したこと． 

②過去繁殖成功させた代替巣を含め，複数設置した代

替巣を利用しなかったこと． 

③過去にも工事実施箇所近傍で造巣し，繁殖を試みて

いること． 

こうした状況を踏まえると，繁殖場所として当該地に

対する強い執着があると考えられ，当該ペアが工事実施

による「土地の改変」「騒音発生」「人や建設機械の動

き」が発生している環境であっても，ある程度受け入れ

て繁殖を試みている結果と推測される． 

以上より，を委員会では令和6年繁殖期における当該ペ

アの保全目標を「猛禽類の繁殖と事業実施との共存」と

し，保全方針を「営巣地の誘導」から「工事実施箇所近

傍で当該ペアが繁殖することを許容」とした． 

 

(3)保全対策の内容 

a)施工上の保全対策 

委員会では，当該ペアがある程度工事実施による影響

を許容していると考えられたものの，施工上実施可能な

保全対策を実施することで，より繁殖しやすくなる環境

を整える必要があるとの結論に至った．施工上の保全対

策としては「作業上の対策」と「工事現場で日常的に取

り組む対策」の2つに分け，それぞれ具体的な対策を検討

した． 

■作業上の対策 

・対象：発生騒音や建設機械の動きが大きい「ダウン

ザホールハンマー工」 

・内容：三段階に分けて工事の規模を徐々に大きく

し，当該ペアを作業に馴れさせる「コンディショニ

卵膜→ 

巣は3°程度傾斜 

←卵膜 

殻→ 



 

 

ング施工」 

第一段階：準備工（資材搬入・調査ボーリング等） 

第二段階：試験的施工（削孔本数を1本/日） 

第三段階：本格的施工（削孔本数を3本程度/日） 

■日常的に取り組む対策 

・騒音発生の抑制：作業員間の連絡は大声を出さずに

トランシーバーを使用，低騒音型機械の使用 

・飛翔阻害の抑制：クレーンのアームの旋回を最小限

にすること 

・人の動きの抑制：高所作業箇所にネット設置，従来

人手で実施していた測量をレーザー測量 

・施工関係者の猛禽類保全に対する意識高揚：猛禽類

保全の意義等を理解して頂く勉強会 

・異常行動確認時の連絡体制：当該ペアの異常行動を

確認した場合の調査や委員会への諮問に関する対応 

 

b)繁殖に対する保全対策 

当該ペアの繁殖を促すために，令和5年繁殖巣より静穏

な環境に新たに代替巣を設置することとした．設置に際

し，設置範囲を設定し，候補木を選定して複数の代替巣

を設置した． 

代替巣の設置範囲を設定する上では，「当該ペアが執

着していると考えられる令和5年繁殖巣周辺であること」

「工事予定箇所から直視出来ないこと」に留意した．設

定した設置範囲は工事予定箇所から200～300mの離隔を

有し，令和5年繁殖巣とは同程度の標高で尾根を隔てた場

所に位置している． 

代替巣の設置候補木の選定にあたり，樹木の大きさを

示す指標の樹高・胸高直径，樹種・想定する架巣高さの

ほか，「巣からの出やすさ」「工事予定箇所の視認性」

に着目した．胸高直径等を現地にて計測したほか，想定

する架巣場所に登り「巣からの出やすさ」や「工事予定

箇所の視認性」を確認した（写真-2及び表-1参照）． 

 

 

 

 

 

 

写真-2 想定する架巣場所からの眺望 

（左：巣から出やすい，右：巣から出にくい） 

 

表-1 代替巣設置候補木の評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)モニタリング調査 

a)効率的かつ迅速な調査体制の構築 

設置した代替巣における当該ペアの利用状況，また繁

殖利用後に当該ペアが順調に繁殖を継続しているか，も

しくは繁殖活動に異常がないかについて，速やかに確認

可能なモニタリング調査体制を構築し，遅滞なく調査・

保全対策を実施することが求められる． 

モニタリング調査は，代替巣を巣上から監視するため

のビデオカメラを設置し，その映像をリアルタイムで監

視することとした。ビデオカメラで撮影した映像は数秒

間隔の静止画として，4G回線を利用した通信機器により

配信され，現場に移動することなく外部PCから閲覧でき

るようにした．以上のモニタリング調査体制を構築した

ことにより，代替巣の利用状況と繁殖状況の把握を効率

的かつ迅速に行うことが可能になった．（写真-4及び図-

3参照）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 設置した代替巣と波板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 巣上に設置したビデオカメラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 4G回線を利用した代替巣のリアルタイム監視 



 

 

 

(5)令和6年繁殖期の状況 

令和6年繁殖期においても，令和5年繁殖巣周辺で当該

ペアの飛翔等行動が確認され，令和6年1月頃からは行動

が活発になった．2月中旬には新巣が確認され，造巣活動

が確認されたものの，4月末時点で，同巣で抱卵しておら

ず，繁殖には至らなかった．また，今回設置した2つの代

替巣とも，3月末までの間に当該ペアの飛来や造巣活動は

確認されなかった． 

当該ペアの行動が活発化した1月以降，新巣周辺では舗

装工事や資材の搬入，調査ボーリングを実施しており，

いずれも規模の大きな工事ではなかった． 

なお，繁殖に至らなかった原因については，今後委員

会の指導・助言を得ながら考察する予定であり，次繁殖

期以降の対応に活かす予定である． 

 

４． まとめ 

 

工事着手前から計画路線近傍においてクマタカの生

息・繁殖が確認され，委員会の指導・助言のもと，当該

ペアの工事影響範囲外と想定される箇所に営巣地を誘導

させる対策として「代替巣の設置」「ドローン飛行によ

る営巣地の誘導」等を実施してきた． 

令和5年繁殖期では，橋脚工事実施箇所の近傍で当該ペ

アの造巣・抱卵が確認されたものの，繁殖成功には至ら

なかった．「営巣中心域において工事を実施している状

況にもかかわらず当該ペアが営巣・産卵したこと」「こ

れまで複数設置した代替巣を利用しなかったこと」「過

去にも工事実施箇所近傍で造巣し，繁殖を試みているこ

と」，このような状況は当該地に対する強い執着を有し

ていることを示していると考えられた．したがって，令

和6年繁殖期における当該ペアの保全目標を「猛禽類の繁

殖と事業実施との共存」とし，保全方針を「工事実施箇

所近傍で繁殖することを許容」とした． 

令和6年繁殖期では，施工上の保全対策として「当該ペ

アの馴化を目的としたコンディショニング施工」や「日

常的な取り組み」のほか，当該ペアにとってより繁殖し

やすい場所を提供するための「代替巣の増設」を行っ

た． 

その結果，代替巣は利用せず，工事実施箇所近傍に新

たな巣を造ったものの，抱卵には至らなかった． 

 

おわりに 

 

今後数年間，クマタカの営巣地近傍で橋梁やトンネル

工事が継続する予定である．一方，当該ペアが当該地に

執着する傾向は，今後も継続すると推定される． 

猛禽類の代替巣については，全国の事例２)によると，

設置後繁殖利用するまでに2，3年要するという統計結果

もあり，今後の利用を見据え，メンテナンスを行う必要

がある．  

引き続き「クマタカの繁殖と事業実施との共存」を保

全目標とし，工事実施によるクマタカの繁殖に対する影

響を都度考察しながら，繁殖状況に応じた順応的保全対

策を検討し，実施していく予定である． 
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